
１　避難所（11月18日10時現在）

指 定 避 難 所 10 151 (118) 312 (200)

福 祉 避 難 所 0 0 (0) 0 (0)

町 内 会 開 設 1 1 (1) 5 (5)

計 11 152 (119) 317 (205)

○　避難所閉鎖：福祉避難所（特養南東北グランブラス八山田）11/16

○　避難所移行：高瀬小体育館⇒高瀬地域公民館等　11/21（木）～11/24（日）

○　福島県災害派遣福祉チーム（介護福祉士等３名）：11/11（月）～11/13（水）３日間　27件

　・　避難所内の福祉ニーズの把握、要配慮者からの相談対応、避難環境の整備等

○　学校給食提供（昼食）：芳賀小：11/6（水）～、高瀬小：11/8（金）～

○　入浴送迎：10/30（水）～

　・　市マイクロバス１台（利用者：１～３人/日）

　・　11/6(水）～　総合福祉センター（※ユラックス熱海から変更）

　・　11班体制（２人/班、保健福祉部・こども部・市民部）

２　二次避難（福島県事業）

(1)　要配慮者宿泊施設利用
　　・対象者世帯：避難所に避難している要配慮者※のいる世帯

　　　　　　　　　※高齢者、障がい者、乳幼児その他特に配慮を要する者

　　・利用期間　：１週間（必要と認められる場合、１週間ごとに延長）

　　・費用　　　：無料

　　・宿泊施設　：11施設　うち市内９施設（10/30現在）

　　・宿泊施設への移動：市で手配（タクシー等）

　　・申込方法　：各避難所で受付

　　・受付開始　：11月１日（金）

　　※利用実績　：２世帯３名（障がい者）【11月18日現在】

(2) 避難者短期宿泊
　　・対象者世帯：10/23現在避難所に避難しており、現在も避難している世帯　

　　　　　　　　　　り災証明の交付を受け、避難所に登録している世帯

　　・期間　　　：２泊３日（期間は限定、計３回利用可）

    ・宿泊料金　：無料（食事代・宿泊代）

　　・宿泊施設　：81施設　うち市内11施設（10/30現在）

    ・宿泊施設への移動：各自手配・費用負担

    ・申込方法　：各自で対応

    ・受付開始　：11月１日（金）

　　※利用実績　：14世帯25名【11月18日現在】

避難状況

2019.11.18 10:00
【保健福祉部】

避難者数（うち避難所宿泊者数）開設数 避難世帯数（うち避難所宿泊者数）

○　避難世帯聞き取り調査：10/24（木）～



３　要配慮者の状況

【11月11日10時現在の避難者カード（341名）に基づく集計】

159 46.6%

18 5.3%

75歳～ 44 12.9%

　 65～74歳 65 19.1%

11～15歳 17 5.0%

6～10歳 9 2.6%

1～5歳 6 1.8%

乳児 0 0.0%

0 0.0%

182 53.4%

341 100.0%

※高齢者及び児童のうち12名障がい有

　○　相談、見守り体制

　・障がい者：各相談事業所及び基幹相談支援センターの相談員⇒各施設。事業所

　・高齢者：担当ケアマネージャー、高齢者あんしんセンターの担当者⇒各施設、事業所及び

　　市基幹包括支援係

　○　健康チェック

　・保健師巡回訪問⇒医療機関等

４　避難状況の推移
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